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公益社団法人 全国自治体病院協議会 

会長 小熊 豊 
（公印省略） 

 

 

医療用医薬品の流通改善に向けて流通関係者が遵守すべき 

ガイドラインにおける別枠品マスターデータベースのご案内について 
 

 

標記のとおり、「医療用医薬品の流通改善に向けて流通関係者が遵守すべきガイ

ドラインにおける別枠品※マスターデータベースの提供について、一般社団法人日

本医薬品卸売業連合会よりご案内がありましたのでお知らせいたします。 

詳細につきましては、別紙をご一読いただき、別枠品マスターデータベースは、

下記 URL より利用申請後にダウンロードが可能となりますので、ご承知おきくだ

さいますようお願い申し上げます。 

 

【別枠品マスターデータベース】 

https://d-sys.medicode-jp.com/dsys/login 
 

※ 別枠品とは 

医療用医薬品の流通改善に向けて流通関係者が遵守すべきガイドライン（以下、「流通改善

ガイドライン」という）が、令和 6年 3月 1日改訂・適用されました。流通改善ガイドライン

の改訂により、「医薬品の安定供給」を確保する観点から、特に医療上の必要性の高い医薬品

として基礎的医薬品、安定確保医薬品（カテゴリーA）、不採算品再算定品、血液製剤、麻薬、

覚醒剤及び覚醒剤原料については、価格交渉の段階から別枠とし、個々の医薬品の価値を踏ま

えた単品単価交渉とすることとされました。 

 

 

［連 絡 先］公益社団法人 全国自治体病院協議会 経営調査部 担当：中島 

（住 所）〒102-8556 

東京都千代田区平河町 2-7-5 砂防会館本館 7階 

（電 話）03-3261-8568 （メールアドレス）keiei@jmha.or.jp 

https://d-sys.medicode-jp.com/dsys/login
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